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佐倉市議会 議会改革推進委員会 

委員長 平 野 裕 子 様 

佐倉市議会 公開と改革 

代表 三 谷 英 継 

 

「議会改革推進委員会で協議すべき検討項目」について 

 

令和７年度第１回会議において協議された「議会改革推進委員会で協議すべき検討項目」

について、下記の内容にて提出いたします。 

 

記 

 

１．議会改革推進委員会で協議すべき検討項目 

常任委員会、特別委員会等、佐倉市議会における各種委員会、会議体の動画配信、公

開について 

 

２．提出理由 

佐倉市議会の最高規範となる佐倉市議会基本条例では以下のように定められている。 

 

前文 議会及び議員は、積極的な情報公開を通じて市民への説明責任を果たし、市民

参加による多様な意見を聴いた上で、公平、公正かつ透明な議会運営の下、議員間の

自由闊達な討議を通じて論点を明らかにすることにより政策立案や政策提言を行って

いかなければならない。 

 

第３条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。 

(１) 公平性、公正性かつ透明性を重んじた議会運営を目指すこと。 

(２) 議決責任を認識し、市民に対して積極的な情報公開を図り、説明責任を果たす

こと。 

 

第６条 議会は、市民に対し、積極的に情報を発信し、説明責任を十分に果たさなけ

ればならない。 

２ 議会は、原則として、全ての会議を公開するものとする。 

 

  このようなことから、市民に対して積極的な情報公開、説明責任を果たし、公平性、 

公正性かつ透明性を重んじた議会運営を目指すため、常任委員会、特別委員会等、 

佐倉市議会における各種委員会、会議体の動画配信、公開について協議が必要と認識 

し、議会改革推進委員会で協議すべき検討項目として提出いたします。 

 

以上 


